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これまでの特定負担に関する議論

 中間とりまとめにおいて、「『事業者が一定の費用負担を受け入れて（特定負担）建設する連系
線の場合、その他の事業者と同様に扱うことは不公平であるため、このようなケースの扱いについて
検討を進めていく。』としていた点については、新たな連系線の増強は、エリア間値差を縮小させる
効果を有することも踏まえ、特定負担者について、どのような特別な取扱いを行うかについて、引き
続き検討していくこととする。」とされた。

 今般、広域機関において、東北東京間連系線に係わる特定負担者の取扱いについて検討が行
われたため、検討内容を報告したい。本作業部会での検討を踏まえ、広域機関で東北東京間連
系線の特定負担者の取扱いを広域機関等のルールにおいて明確にすることとしたい。
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特定負担者の取扱いに関するこれまでの整理

 「東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスに関する要請」の中で、建設の費用負担を行った
特定負担者については、当時のルールに基づき連系線容量を先行して登録できること、また10年
目まで容量登録が可能（11年目以降も容量登録の更新は可能）であること等としていた。

 この点を踏まえ、2016年7月に、広域機関業務規程、送配電等業務指針にも、特定負担者の
取扱いが明記されたが、間接オークションの導入に伴い、取扱いの再検討が必要となった。

出所： 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスに関する要請
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特定負担者の取扱いの明確化にむけて

 今般、関係事業者から事業性の判断を行うため、広域機関でのルール化の要望があったため、広
域機関において、特定負担者の取扱いの明確化が行われることとなった。

出所： 第7回地域間連系線及び地内送電系統の利用ルール等に関する検討会事務局（広域機関）より抜粋
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特定負担者の取扱いの考え方

 広域機関における議論の結果、特定負担者の扱いとしては、従来の連系線利用者と同様に連
系線利用登録を行うことができるはずであったことを踏まえると、特定負担者に対しても一定期間に
おいて経過措置を決めた時と同等の取扱いを適用することが適当であるとされた。

 具体的な仕組みとしては、前日スポット市場において東京エリア価格が東北エリア価格よりも高い
場合には、特定負担者はそのエリア間値差相当分を受け取る。

 取扱い期間については、増強工事後の連系線の使用開始日又は電源の運転開始日のうち遅い
日から電源の廃止日又は40年間経過した日のいずれか早い日までとなった。

 これらを踏まえて、広域機関等のルールに反映してはどうか。
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（参考）従来の連系線利用者と特定負担者との比較

出所： 第7回地域間連系線及び地内送電系統の利用ルール等に関する検討会事務局（広域機関）より抜粋
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（参考）特定負担者に適用される取扱いの確認について

出所： 第7回地域間連系線及び地内送電系統の利用ルール等に関する検討会事務局（広域機関）より抜粋


